
○
公
安
委
員
会
規
則

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
事
務
を
処

理
す
る
。

警
視
の
階
級
に
あ

る
警
察
官

交
通
指
導
課

被
害
者
連
絡
調
整

官

上
司
の
命
を
受
け
、
課
長
を
補
佐
し
、

特
定
の
事
務
を
処
理
す
る
。

警
部
の
階
級
に
あ

る
警
察
官

交
通
指
導
課

交
通
事
故
事
件
捜

査
統
括
官

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
２１
年
３
月
２５
日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

戸
�

善
之

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「
国
体
対
策
課

第
３
条
第
１
項
の
表
の
警
備
部
の
項
中

を
「
機

動
隊
」
に
改
め
、
同
条

機
動

隊
」

「
公
安
委
員
会
補
佐
室

第
３
項
の
表
の
総
務
課
の
項
中
「
公
安
委
員
会
補
佐
室
」
を

に
改
め
、
同
表
の
捜

取
調
べ
監
督
室
」

「
刑
事
企
画
室

査
第
一
課
の
項
中
「
刑
事
研
修
所
」
を

に
改
め
る
。

刑
事
研
修
所
」

第
５
条
の
表
の
犯
罪
被
害
者
対
策
官
の
項
中
「
犯
罪
被
害
者
対
策
官
」
を
「
犯
罪
被
害
者
支
援
官
」
に
改

め
、
同
表
の
交
通
管
理
官
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
５
条
の
表
の
通
信
指
令
官
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
７
条
中
第
４
号
を
削
り
、
第
５
号
を
第
４
号
と
し
、
第
６
号
を
第
５
号
と
す
る
。

第
７
条
の
２
第
７
号
中
「
犯
罪
被
害
者
対
策
」
を
「
犯
罪
被
害
者
支
援
」
に
、
「
の
被
害
の
回
復
、
安
全

の
確
保
又
は
精
神
的
打
撃
の
軽
減
に
資
す
る
た
め
の
警
察
の
施
策
」
を
「
又
は
そ
の
遺
族
の
被
害
の
回
復
又

は
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
が
再
び
平
穏
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ

と
」
に
改
め
る
。

第
１６
条
第
１２
号
、
第
１７
条
第
１６
号
、
第
１８
条
第
５
号
、
第
１８
条
の
２
第
５
号
及
び
第
２２
条
第
６
号
中
「
犯

罪
被
害
者
対
策
」
を
「
犯
罪
被
害
者
支
援
」
に
改
め
る
。

第
２６
条
中
第
７
号
を
第
８
号
と
し
、
第
６
号
を
第
７
号
と
し
、
第
５
号
を
第
６
号
と
し
、
第
４
号
の
次
に

次
の
１
号
を
加
え
る
。

�
拡
声
機
の
使
用
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
大
分
県
条
例
第
４８
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

第
２７
条
第
１
号
中
「
（
国
体
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
４
号
を
削

り
、
同
条
第
５
号
中
「
（
国
体
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
４

号
と
し
、
同
条
第
６
号
中
「
（
国
体
対
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条

第
５
号
と
し
、
同
条
中
第
７
号
を
第
６
号
と
し
、
第
８
号
を
第
７
号
と
し
、
同
条
第
９
号
中
「
第
４
号
、
第

７
号
」
を
「
第
６
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
８
号
と
す
る
。

第
２７
条
の
２
を
削
る
。

第
３１
条
中
「
お
い
て
は
、
」
の
次
に
「
公
文
書
類
の
接
受
及
び
発
送
に
関
す
る
事
務
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
３１
条
の
５
を
第
３１
条
の
６
と
す
る
。

第
３１
条
の
４
第
２
号
中
「
犯
罪
被
害
者
対
策
」
を
「
犯
罪
被
害
者
支
援
」
に
改
め
、
同
条
を
第
３１
条
の
５

と
す
る
。

第
３１
条
の
３
を
第
３１
条
の
４
と
し
、
第
３１
条
の
２
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
取
調
べ
監
督
室
の
分
掌
事
務
）

第
３１
条
の
３
取
調
べ
監
督
室
に
お
い
て
は
、
被
疑
者
取
調
べ
の
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
３８
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
刑
事
企
画
室
の
分
掌
事
務
）

第
３８
条
刑
事
企
画
室
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

平
成
二
十
一
年

号

外

一
五

三
月
二
十
五
日

( 水 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

印
刷
所

�
明
文
堂
印
刷

（
定
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箇
年

三
万
七
千
八
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円
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平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
）

一



○
警
察
本
部
訓
令

文
書
記
号

捜
二

組
対

鑑
識

科
研

交
企

交
指

交
規

運
免

交
機

高
速

備
一

備
二機学

本
部
の
課
又
は
警
察
学
校
の
名
称

捜
査
第
二
課

組
織
犯
罪
対
策
課

鑑
識
課

科
学
捜
査
研
究
所

交
通
企
画
課

交
通
指
導
課

交
通
規
制
課

運
転
免
許
課

交
通
機
動
隊

高
速
道
路
交
通
警
察
隊

警
備
第
一
課

警
備
第
二
課

機
動
隊

警
察
学
校

文
書
記
号

総
務

広
報

会
計

警
務

厚
生

監
察

留
管

情
管

総
管

生
企

地
域

少
年

生
環

捜
一

本
部
の
課
又
は
警
察
学
校
の
名
称

総
務
課

広
報
課

会
計
課

警
務
課

厚
生
課

監
察
課

留
置
管
理
課

情
報
管
理
課

総
合
管
理
室

生
活
安
全
企
画
課

地
域
課

少
年
課

生
活
環
境
課

捜
査
第
一
課

�
刑
事
警
察
の
運
営
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

�
刑
事
法
令
一
般
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

�
犯
罪
捜
査
に
係
る
指
導
及
び
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

�
犯
罪
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

�
国
際
的
な
犯
罪
捜
査
及
び
国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

�
手
配
及
び
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

�
犯
罪
被
害
者
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

�
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用

の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

	
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
部
内
の
他
の
課
及
び
所
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
５０
条
第
１
項
第
５
号
中
「
、
豊
後
高
田
警
察
署
」
を
削
り
、
同
項
第
６
号
中
「
杵
築
警
察
署
」
の
次
に

「
、
豊
後
高
田
警
察
署
」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
７
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署

大
分
県
警
察
文
書
管
理
規
程
（
平
成
１８
年
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
２６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

平
成
２１
年
３
月
２５
日

大
分
県
警
察
本
部
長

田
盛

正
幸

第
２２
条
の
見
出
し
中
「
総
務
課
」
を
「
総
合
管
理
室
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
警
務
部
総
務
課
（
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
「
総
務
課
」
と
い
う
。
）
」
を
「
警
務
部
総
合
管
理
室
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
総

合
管
理
室
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
２５
条
第
１
項
中
「
総
務
課
」
を
「
総
合
管
理
室
」
に
改
め
る
。

第
４０
条
第
２
項
第
３
号
中
「
総
務
課
」
を
「
警
務
部
総
務
課
」
に
改
め
る
。

第
４２
条
第
１
項
第
１
号
中
「
総
務
課
」
を
「
総
合
管
理
室
」
に
改
め
る
。

第
８５
条
第
３
項
中
「
警
務
部
総
務
課
長
」
を
「
警
務
部
総
合
管
理
室
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
２
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
２１
年
３
月
２５
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
五
日

大
分
県
報
号
外
（
公
安
委
規
則
・
警
察
本
部
訓
令
）

二


